
主浜りょう国政報告 
（平成１７年１１月） 

 
 主濱 了後援会の皆さん！ 

こんにちは。主濱 了でございます。 
 
 今月は、米国産牛肉の輸入再開に 

ついて触れてみたいと思います。 
 
 私は、米国産牛肉のＢＳＥに関する安全性を十分確かめて、国産の牛

肉とまったく同様に安全であると言えるまでは、輸入は行うべきではな

いと考えます。 
 
 ところで、何故、ＢＳＥは恐いんでしょうか。 
 それは、ＢＳＥの原因の異常プリオンを摂取した人が変異型クロイツ

フェルトヤコブ病にかかる可能性が指摘されているからです。変異型ク

ロイツフェルトヤコブ病、若年層でも、脳がスポンジ状になり脳障害を

引起し、多くが死に至る病気です。日本人も既に犠牲になっています。 

 
 去る１０月３１日食品安全委員会プリオン専門調査会で、事実上、米

国産牛肉の輸入再開を容認する答申原案が取りまとめられました。年内

にも米国産牛肉の輸入を再開するというシナリオと言われております。 
 
 日本の国産牛肉のＢＳＥに関する安全性は、「全頭検査」と「特定危

険部位の除去」という２重の措置によって保たれてきました。しかし、

全頭検査は、既に２１ヶ月齢以上の検査に緩和されています。ただ、都

道府県が２０ヶ月齢以下の牛のBSE検査を行う場合は、当分の間（３年間）、
国庫補助を行うこととしています。全国で実施されています。 
 食品安全委員会からの答申によっては、ＢＳＥ検査無しの20ヶ月齢以
下の米国産牛肉の輸入が認められることになります。 
  
 米国産牛肉は米国内でのＢＳＥの発生に伴って、2003年１２月から輸
入が停止されています。 
 米国は早くから輸入再開を迫ってきていました。その中で、昨年９月

 

 




